
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 51 号

平成 16 年

6 月29日（火曜日）

一

規
　
　
則

香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
及
び
香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
環
境
・
水
政
策
課
）

一

高
松
広
域
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
の
清
算
金
の
徴
収
及
び
交
付
に

関
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

告
　
　
示

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申

請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
環
境
管
理
課
）

六

○
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
功
認
可
（
二
件
）

（
水
　
産
　
課
）

八

○
道
路
の
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

一
〇

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
二
件
）

（
下
水
道
課
）

○
道
路
の
位
置
指
定
（
三
件
）

（
建
　
築
　
課
）

一
一

○
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
　
計
　
課
）

一
二

公
　
　
告

○
平
成
十
六
年
度
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
実
施
　
　
（
長
寿
社
会
対
策
課
）

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

一
三

○
所
在
不
明
の
建
設
業
者
の
公
告
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
木
監
理
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
の
報
告

香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
及
び
香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
六
十
七
号

香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
及
び
香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

（
香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
香
川
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
号
タ
中
「
第
八
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
百
四
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第

三
号
ニ
中
「
国
立
又
は
」
を
削
り
、
「
の
大
学
」
の
下
に
「
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
チ
中
「
免
許
」
を
「
許
可
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
四
号
ロ
中
「
国
立
又
は
」
を
削
る
。

（
香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
香
川
県
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
号
タ
中
「
第
八
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
百
四
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

高
松
広
域
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
の
清
算
金
の
徴
収
及
び
交
付
に
関
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
六
十
八
号

高
松
広
域
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
の
清
算
金
の
徴
収
及
び
交
付
に
関
す
る

規

則

し
ゆ
ん



規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
県
が
施
行
す
る
高
松
広
域
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事

業
の
清
算
金
の
徴
収
及
び
交
付
に
関
し
、
法
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十

七
号
）
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
建
設
省
令
第
五
号
）
及
び
高
松
広
域
都
市
計
画

事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
条
例
（
平
成
五
年
香
川
県
条
例
第
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と

い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
金
の
額
の
決
定
）

第
二
条
　
知
事
は
、
法
第
百
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
金
が
確
定
し
た
と
き
は
、
土
地
区
画
整
理

法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
各
筆
各
権
利
別
清
算
金
明
細
に
基
づ
き
、
宅
地
の
所
有
権
又
は

宅
地
に
存
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
権
利
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
ご
と
に
、

権
利
に
対
す
る
清
算
金
の
集
計
又
は
相
殺
を
行
い
、
徴
収
し
、
又
は
交
付
す
べ
き
清
算
金
の
額
を
決
定

す
る
。

２
　
共
有
に
係
る
権
利
が
あ
る
場
合
は
、
共
有
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
持
分
に
応
じ
て
清
算
金
を
分
割
し
た
後
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
集
計
又
は
相
殺
を
行
う
。

３
　
数
人
の
相
続
人
の
有
す
る
権
利
が
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
清
算
金
の
額
の
通
知
等
）

第
三
条
　
知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
、
又
は
交
付
す
べ
き
清
算
金
の
額
を
決
定
し
た
と
き
は
、

当
該
清
算
金
の
額
を
当
該
清
算
金
を
納
付
す
べ
き
者
又
は
当
該
清
算
金
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
知
事
は
、
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
金
を
分
割
し
て
徴
収
す
る
場
合
は
、
そ
の

旨
を
分
割
納
付
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
分
割
徴
収
に
係
る
利
子
の
利
率
）

第
四
条
　
条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
率
は
、
年
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

（
繰
上
納
付
の
届
出
）

第
五
条
　
条
例
第
二
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
未
納
の
清
算
金
の
全
部
又
は
一
部
を
繰
り
上
げ
る
納

付
（
以
下
「
繰
上
納
付
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
清
算
金
繰
上
納
付
届
出
書
（
第
一
号

様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
繰
上
納
付
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
清
算
金
に
付
す
る
利
子
の
計
算
は
、
前
回
の
納
付
期
日
の
翌

日
か
ら
繰
上
納
付
を
す
る
日
ま
で
の
日
割
計
算
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
繰
上
徴
収
の
通
知
）

第
六
条
　
知
事
は
、
条
例
第
二
十
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
未
納
の
清
算
金
の
全
部
又
は
一
部
を
繰
り

上
げ
る
徴
収
（
以
下
「
繰
上
徴
収
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
清
算
金

を
納
付
す
べ
き
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
繰
上
徴
収
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
清
算
金
に
付
す
る
利
子
の
計
算
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。

（
清
算
金
の
相
続
の
届
出
）

第
七
条
　
清
算
金
に
つ
い
て
相
続
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
清
算
金
の
相
続
人
は
、
清
算
金
相
続

届
出
書
（
第
二
号
様
式
）
に
必
要
な
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
所
等
の
変
更
の
届
出
）

第
八
条
　
条
例
第
二
十
五
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
住
所
等
変
更
届
出
書
（
第
三
号
様
式
）
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
補
則
）

第
九
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
清
算
金
の
徴
収
及
び
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事

が
別
に
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

三

第１号様式（第５条関係）�

　　　　　年　　月　　日付けで分割納付の決定を受けた清算金のうち、未納額を次のとおり繰上納付を�

　したいので、高松広域都市計画事業高松港頭土地区画整理事業の清算金の徴収及び交付に関する規則第�

　５条第１項の規定により届け出ます。�

　　高松広域都市計画事業�

　　高松港頭土地区画整理事業�

　　施行者　香川県�

　　代表者　香川県知事　　　　　殿�

（日本工業規格Ａ列４番）�

清算金繰上納付届出書�

届出者　住　　所�

　　　　氏　　名�

　　　　　法人にあっては、主たる事務所の�
　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名�

清 算 金 額 �

既 納 額 �

未 納 額 �

繰 上 納 付 を す る 金 額 �

残 額 �

繰 上 納 付 希 望 日 �

円�

円�

円�

円�

円�

年　　月　　日�

年　　月　　日�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

四

第２号様式（第７条関係）�

　　高松広域都市計画事業高松港頭土地区画整理事業において決定した被相続人　　　　名義の清算金�

　　　　　円については、次のとおり相続したので、高松広域都市計画事業高松港頭土地区画整理事業の�

　清算金の徴収及び交付に関する規則第７条の規定により届け出ます。�

　注１　相続人全員が記載できない場合は、別紙に記入して添付してください。�

　　２　相続人全員の押印した印の印鑑登録証明書を添付してください。�

　　高松広域都市計画事業�

　　高松港頭土地区画整理事業�

　　施行者　香川県�

　　代表者　香川県知事　　　　　殿�

（日本工業規格Ａ列４番）�

清算金相続届出書�

届出者　住　　所�

　　　　氏　　名�

相 続 人 �

住 所 �

相 続 人 �

氏 名 �
印�

被 相 続 人 �

と の 続 柄 �
相 続 額 �

円�

円�

円�

円�

円�

円�

円�

年　　月　　日�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

五

第３号様式（第８条関係）�

　　次のとおり住所又は氏名に変更があったので、高松広域都市計画事業高松港頭土地区画整理事業施行�

　条例第２５条第９項の規定により届け出ます。�

　注　法人にあっては、主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名を記載してください。�

　　高松広域都市計画事業�

　　高松港頭土地区画整理事業�

　　施行者　香川県�

　　代表者　香川県知事　　　　　殿�

（日本工業規格Ａ列４番）�

住所等変更届出書�

届出者　住　　所�

　　　　氏　　名�

　　　　　法人にあっては、主たる事務所の�
　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名�

変 更 前 �

変 更 後 �

変 更 前 �

変 更 後 �

住 所 �

�

氏 名 �

変 更 年 月 日 �

年　　月　　日�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

六

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

１
　
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三
豊
郡
三
野
町
大
字
下
高
瀬
568番

地
2

三
野
町
長
　
倉
田
　
定
宣

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

三
豊
郡
三
野
町
大
字
大
見
天
道
乙
74

生
涯
学
習
研
修
施
設

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

特
定
施
設
で
あ
る
入
浴
施
設
の
使
用
の
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
２
排
水
口
か
ら
の
排

出
水
の
量
が
増
加
す
る
。

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項 告

示

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

①
バ
イ
ブ
ラ
湯
　
4.1

１
基

②
白
湯
　
4.1

１
基

③
ジ
ェ
ッ
ト
湯
　
7.3

１
基

④
水
風
呂
　
5.0

１
基

⑤
薬
湯
　
5.0

１
基

⑥
寝
湯
　
2.3

１
基

⑦
露
天
風
呂
　
5.7

１
基

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

旅
館
業
の
用
に
供
す
る
入
浴
施
設

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

既
設

既
設

許
可
後

断
続
12時
間
使
用

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

5.8～
8.6

5.8～
8.6

浮
遊
物
質
量

70
140

窒
素
含
有
量

25
30

り
ん
含
有
量

3
4

100
150

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

80
120

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

①
×
１
基

30
40

②
×
１
基

30
40

③
×
１
基

35
45

④
×
１
基

20
20

⑤
×
１
基

20
20

⑥
×
１
基

15
15

⑦
×
１
基

20
20

合
　
　
計

（
変
更
前
75）
170

（
変
更
前
90）
200

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

150

汚
水
等
の
処
理
方
式

長
時
間
ば
っ
気
＋
接
触
酸
化
＋
凝
集
沈
殿
＋
砂
ろ
過

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

し
尿
処
理
施
設



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

七

第
３
、
４
排
水
口
は
、
雨
水
専
用

（
備
考
）
今
回
の
申
請
は
、
入
浴
施
設
の
使
用
の
方
法
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
浴
場
水
及
び
プ

ー
ル
水
の
入
れ
替
え
頻
度
の
増
加
に
伴
い
、
第
２
排
水
口
か
ら
の
排
出
水
の
量
が
増
加
す
る
。

２
　
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
１６
年
６
月
２９
日
か
ら

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

既
設

既
設

既
設

連
続
24時
間

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

5.8～
8.6

浮
遊
物
質
量

250

窒
素
含
有
量

40

り
ん
含
有
量

5

150

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

150

大
腸
菌
群
数

－

5.8～
8.6

350608

180

200－

5.8～
8.610253 515

2,000

5.8～
8.620304 1025

3,000

120
150

120
150

項
　
　
　
　
目

処
　
　
理
　
　
前

処
　
　
理
　
　
後

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　
　
　
１
　
　
　
排
　
　
　
水
　
　
　
口

排
出
水
の

汚
染
状
態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5
10

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

15
25

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

浮
遊
物
質
量

10
20

窒
素
含
有
量

25
30

り
ん
含
有
量

3
4

大
腸
菌
群
数

2,000
3,000

排
出
水
の
量

120
150

浮
遊
物
質
量

10

窒
素
含
有
量

25

り
ん
含
有
量

3

大
腸
菌
群
数

2,000

排
出
水
の
量

（
67）

20304

3,000

（
98.5）

10253

2,000

120

20304

3,000

150

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　
　
　
２
　
　
　
排
　
　
　
水
　
　
　
口

排
出
水
の

汚
染
状
態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5
5

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

15
15

5.8～
8.6

5.8～
8.6

通
　
常

通
　
常

最
　
大

最
　
大

10
10

25
25

項
　
　
　
　
目

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

八

①
の
地
点
　
三
等
三
角
点
城
ノ
辻
（
北
緯
三
四
度
一
五
分
五
七
・
二
三
〇
三
秒
、
東
経
一
三
三
度

三
七
分
二
六
・
八
二
六
三
秒
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
二
〇
六
度
三
二
分
五
五
秒
、
三
、

九
六
三
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点
　
①
の
地
点
か
ら
二
七
三
度
二
六
分
三
一
秒
　
四
七
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点
　
②
の
地
点
か
ら
三
〇
〇
度
五
三
分
五
三
秒
　
一
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点
　
③
の
地
点
か
ら
三
〇
度
一
〇
分
五
三
秒
　
一
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点
　
④
の
地
点
か
ら
三
〇
〇
度
二
四
分
一
七
秒
　
七
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点
　
⑤
の
地
点
か
ら
二
一
〇
度
二
六
分
一
八
秒
　
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点
　
⑥
の
地
点
か
ら
三
〇
〇
度
一
八
分
四
五
秒
　
二
〇
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点
　
⑦
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
一
九
分
四
九
秒
　
四
三
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点
　
⑧
の
地
点
か
ら
六
八
度
〇
七
分
五
二
秒
　
一
二
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点
　
⑨
の
地
点
か
ら
八
一
度
一
七
分
五
二
秒
　
〇
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点
　
⑩
の
地
点
か
ら
一
四
七
度
四
〇
分
五
一
秒
　
二
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点
　
⑪
の
地
点
か
ら
一
四
六
度
四
九
分
二
一
秒
　
三
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点
　
⑫
の
地
点
か
ら
一
四
五
度
五
八
分
二
七
秒
　
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点
　
⑬
の
地
点
か
ら
一
四
五
度
一
三
分
二
三
秒
　
四
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点
　
⑭
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
二
一
分
五
六
秒
　
四
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点
　
⑮
の
地
点
か
ら
一
四
二
度
二
六
分
五
五
秒
　
四
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点
　
⑯
の
地
点
か
ら
一
四
〇
度
〇
一
分
二
五
秒
　
四
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点
　
⑰
の
地
点
か
ら
一
三
七
度
二
〇
分
〇
三
秒
　
四
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑲
の
地
点
　
⑱
の
地
点
か
ら
一
三
三
度
〇
六
分
四
五
秒
　
四
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑳
の
地
点
　
⑲
の
地
点
か
ら
一
三
〇
度
一
六
分
一
四
秒
　
一
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　
⑳
の
地
点
か
ら
一
二
九
度
三
〇
分
五
六
秒
　
二
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
二
五
度
四
七
分
〇
二
秒
　
四
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
二
一
度
五
七
分
五
〇
秒
　
二
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
一
九
度
一
九
分
三
〇
秒
　
一
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
一
六
度
〇
五
分
二
五
秒
　
四
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
一
二
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
　
四
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
詫
間
町
建
設
港
湾
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
十
年
間
閲
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
竣
功
認
可
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
二
日

二
　
竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

香
川
県

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
知
事
　
真
鍋
　
武
紀

三
　
埋
立
区
域

１
　
位
置

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
小
艾
甲
二
〇
九
八
番
八
、
甲
二
〇
九
八
番
四
九
、
甲
二
〇
九
八
番
三

三
、
甲
二
〇
九
八
番
三
二
、
甲
二
〇
九
八
番
三
一
、
甲
二
〇
九
八
番
三
五
、
甲
二
〇
九
八
番
七
、
甲

二
〇
九
八
番
六
、
甲
二
〇
九
八
番
二
及
び
甲
二
〇
九
八
番
四
八
に
接
す
る
無
番
地
地
先
公
有
水
面

２
　
区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
⑧
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑧
の
地
点
と
⑩
の

の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
二
年
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
三
・
八
七
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有

水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、
⑩
の
地
点
か
ら

の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

の
地
点
と

①
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
二
年
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
三
・
八
七
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公

有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

平
成
１６
年
７
月
２０
日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

三
野
町
町
民
サ
ー
ビ
ス
課

し
ゆ
ん

し
ゆ
ん

し
ゆ
ん



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

九

詫
間
町

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
一
三
三
八
番
一
三
号

詫
間
町
長
　
横
山
　
忠
始

三
　
埋
立
区
域

１
　
位
置

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
小
艾
甲
二
〇
九
八
番
四
九
、
甲
二
〇
九
八
番
三
三
、
甲
二
〇
九
八
番

三
二
、
甲
二
〇
九
八
番
三
一
、
甲
二
〇
九
八
番
三
五
、
甲
二
〇
九
八
番
七
、
甲
二
〇
九
八
番
六
及
び

甲
二
〇
九
八
番
二
に
接
す
る
無
番
地
地
先
公
有
水
面

２
　
区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら

の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

の
地
点
と
①
の

の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
二
年
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
三
・
八
七
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有

水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点
　
三
等
三
角
点
城
ノ
辻
（
北
緯
三
四
度
一
五
分
五
七
・
二
三
〇
三
秒
、
東
経
一
三
三
度

三
七
分
二
六
・
八
二
六
三
秒
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
二
〇
六
度
四
五
分
四
〇
秒
、
三
、

九
五
六
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点
　
①
の
地
点
か
ら
二
七
二
度
五
八
分
二
一
秒
　
〇
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点
　
②
の
地
点
か
ら
二
七
二
度
五
八
分
〇
四
秒
　
一
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点
　
③
の
地
点
か
ら
二
七
五
度
〇
六
分
四
二
秒
　
三
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点
　
④
の
地
点
か
ら
二
七
五
度
三
八
分
三
二
秒
　
四
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点
　
⑤
の
地
点
か
ら
二
七
六
度
五
七
分
三
六
秒
　
四
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点
　
⑥
の
地
点
か
ら
二
七
八
度
五
三
分
〇
二
秒
　
四
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点
　
⑦
の
地
点
か
ら
二
八
一
度
一
四
分
三
〇
秒
　
四
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点
　
⑧
の
地
点
か
ら
二
八
五
度
〇
五
分
二
二
秒
　
四
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点
　
⑨
の
地
点
か
ら
二
八
八
度
四
三
分
四
四
秒
　
四
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点
　
⑩
の
地
点
か
ら
二
八
九
度
四
七
分
二
二
秒
　
〇
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点
　
⑪
の
地
点
か
ら
二
九
二
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
　
四
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点
　
⑫
の
地
点
か
ら
二
九
六
度
〇
五
分
二
五
秒
　
四
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点
　
⑬
の
地
点
か
ら
二
九
九
度
一
九
分
三
〇
秒
　
一
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
〇
九
度
四
七
分
二
二
秒
　
〇
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
〇
八
度
四
三
分
四
四
秒
　
四
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
〇
五
度
〇
五
分
二
二
秒
　
四
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
〇
一
度
一
四
分
三
〇
秒
　
四
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
九
八
度
五
三
分
〇
二
秒
　
四
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
九
六
度
五
七
分
三
六
秒
　
四
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
九
五
度
三
八
分
三
二
秒
　
四
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
九
五
度
〇
六
分
四
二
秒
　
三
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
九
二
度
五
八
分
〇
四
秒
　
一
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
九
二
度
五
八
分
二
一
秒
　
〇
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
　
面
積
　
一
、
四
八
九
・
〇
二
平
方
メ
ー
ト
ル

四
　
埋
立
地
の
用
途

道
路
用
地
、
漁
港
施
設
用
地

五
　
埋
立
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

１
　
免
許
年
月
日

平
成
十
三
年
十
月
十
八
日

２
　
免
許
番
号

一
三
水
産
第
一
三
九
九
五
号

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
十
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
詫
間
町
建
設
港
湾
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
十
年
間
閲
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
竣
功
認
可
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
　
竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

し
ゆ
ん

し
ゆ
ん

し
ゆ
ん



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

一
〇

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
本
島
循
環
線
（
二
百
五
十
七
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

丸
亀
市
本
島
町
笠
島
浦
字
高
無
防
一
〇
四
〇
番
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
・
〇
　
　
　
　
　
　

〜
　
　
　
　
　
四
三
〇

丸
亀
市
本
島
町
笠
島
浦
字
高
無
防
一
〇
九
八
番
一
　
　
三
五
・
〇
　
　
　
　
　
　

地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丸
亀
市
本
島
町
笠
島
浦
字
高
無
坊
一
〇
四
〇
番
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
・
五
　
　
　
　
　
　

〜
　
　
　
　
　
五
六
〇

丸
亀
市
本
島
町
大
浦
字
薬
師
通
一
四
番
一
地
先
ま
　
　
四
〇
・
〇

で

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
香

川
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号
に
係
る
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
施
行
者
の
名
称

高
松
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

高
松
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
　
高
松
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

⑮
の
地
点
　
⑭
の
地
点
か
ら
三
〇
一
度
五
七
分
五
〇
秒
　
二
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点
　
⑮
の
地
点
か
ら
三
〇
五
度
四
七
分
〇
二
秒
　
四
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点
　
⑯
の
地
点
か
ら
三
〇
九
度
三
〇
分
五
六
秒
　
二
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点
　
⑰
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
一
六
分
一
四
秒
　
一
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑲
の
地
点
　
⑱
の
地
点
か
ら
三
一
三
度
〇
六
分
四
五
秒
　
四
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑳
の
地
点
　
⑲
の
地
点
か
ら
三
一
七
度
二
〇
分
〇
三
秒
　
四
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　
⑳
の
地
点
か
ら
三
二
〇
度
〇
一
分
二
五
秒
　
四
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
二
二
度
二
六
分
五
五
秒
　
四
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
二
四
度
二
一
分
五
六
秒
　
四
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
二
五
度
一
三
分
二
三
秒
　
四
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
二
五
度
五
八
分
二
七
秒
　
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
二
六
度
四
九
分
二
一
秒
　
三
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
二
七
度
四
〇
分
五
一
秒
　
二
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
　
面
積
　
一
、
四
八
四
・
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

四
　
埋
立
地
の
用
途

漁
港
関
連
施
設
用
地

五
　
埋
立
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

１
　
免
許
年
月
日

平
成
十
三
年
十
月
十
八
日

２
　
免
許
番
号

一
三
水
産
第
一
三
九
九
四
号

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
同
年

七
月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

第
三
百
四
十

六
号
及
び
第

七
百
号
で
変

更
し
た
区
域

の
一
部



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

一
一

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指

定

番

号
　
長
土
指
道
　
第
四
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
六
年
六
月
十
四
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
井
上
字
南
地
二
七
二
八
―
一
、
二
七
二
九
、
二
七
三
〇
―

四
、
二
七
四
九
及
び
二
七
五
〇

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
一
一
六
・
九
八
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
善
土
指
道
　
第
五
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
六
年
六
月
十
五
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
丸
亀
市
山
北
町
字
道
下
八
九
四
―
一
及
び
九
一
七
―
四
並
び
に
城
南
町
一
―
二

及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
一
二
メ
ー
ト
ル
、
四
・
二
五
メ
ー
ト
ル
〜
四
・
二
八

メ
ー
ト
ル
、
四
・
七
二
メ
ー
ト
ル
及
び
四
・
八
六
メ
ー
ト

ル

延
長
　
五
三
・
五
二
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に

供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
五
年
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号
の
事
業
地
に
勅
使
町
、
成
合
町
、
檀
紙
町
、
円
座
町
、

西
山
崎
町
、
太
田
上
町
、
多
肥
上
町
、
三
名
町
、
仏
生
山
町
、
出
作
町
、
一
宮
町
及
び
寺
井
町
の
一

部
を
追
加
す
る
。

２
　
使
用
の
部
分
　
変
更
な
し

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
年
香
川

県
告
示
第
五
百
七
号
に
係
る
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
施
行
者
の
名
称

国
分
寺
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

高
松
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
　
国
分
寺
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
五
年
十
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
年
香
川
県
告
示
第
五
百
七
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
新
居
字
大
谷
及
び
字
橋
岡
並
び
に
新
名

字
上
所
、
字
中
所
及
び
字
中
新
名
並
び
に
国
分
字
端
岡
、
字
中
下
所
、
字
里
、
字
中
原
及
び
字
子
鳥

を
変
更
し
、
新
居
字
奥
谷
、
字
東
谷
、
字
西
谷
、
字
上
中
筋
及
び
字
下
中
筋
並
び
に
新
名
字
北
川
向
、

字
南
川
向
、
字
松
原
池
、
字
南
新
名
及
び
字
南
原
並
び
に
福
家
字
下
福
家
、
字
楠
井
及
び
字
中
福
家

並
び
に
国
分
字
東
山
を
追
加
す
る
。

２
　
使
用
の
部
分
　
変
更
な
し

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

一
二

一
　
試
験
期
日

平
成
十
六
年
十
月
二
十
四
日
（
日
曜
日
）

二
　
試
験
場
所

高
松
市
亀
岡
町
一
番
一
○
号
　
英
明
高
等
学
校

三
　
受
験
資
格

介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）

第
一
条
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
者

四
　
試
験
科
目

介
護
支
援
分
野
及
び
保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
関
す
る
問
題

た
だ
し
、
省
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
定
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
保
健
医

療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
け
る
当
該
専
門
に
係
る
事
項
の
問
題
の
解
答
を
免
除
す
る
。

五
　
受
験
手
続

１
　
提
出
書
類

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
受
験
申
込
書
（
以
下
「
受
験
申
込
書
」
と
い
う
。
）

実
務
経
験
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

写
真
（
申
込
前
六
月
以
内
に
無
帽
正
面
向
き
で
上
半
身
を
撮
影
し
た
縦
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
裏
面
に
撮
影
年
月
及
び
受
験
申
込
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も

の
を
受
験
申
込
書
の
所
定
の
欄
に
は
り
付
け
て
提
出
す
る
こ
と
。
）

解
答
免
除
対
象
資
格
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
格
に
係
る
免
許
等
の
写
し

２
　
受
付
期
間

平
成
十
六
年
八
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
七
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
受
付
時
間
は
、

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。
た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

な
お
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
る
場
合
は
、
受
付
期
間
の
末
日
ま
で
の
消
印
（
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
を
含
む
。
）
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

３
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
○
―
八
五
七
○
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
○
号
　
香
川
県
健
康
福
祉
部
長
寿

社
会
対
策
課

六
　
受
験
手
数
料
及
び
納
付
方
法

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
長
土
指
道
　
第
五
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
六
年
六
月
十
六
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
平
木
字
茶
園
七
五
―
一

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
〜
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
七
七
・
六
一
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き

人
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
住
所

高
松
市
錦
町
二
丁
目
四
番
八
号

二
　
氏
名

変
更
前
　
ド
コ
モ
サ
ー
ビ
ス
四
国
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
社
長
　
池
田
和
成

変
更
後
　
ド
コ
モ
サ
ー
ビ
ス
四
国
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
社
長
　
豊
本
隆
光

三
　
売
り
さ
ば
き
場
所

高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
二
番
一
号
　
マ
リ
タ
イ
ム
プ
ラ
ザ
高
松

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
十
九
号

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
六
年
度
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）

一
三

次
の
建
設
業
者
に
つ
い
て
、
そ
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
建
設
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
建
設

業
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
商
号

有
限
会
社
松
本
組

二
　
代
表
者
の
氏
名

松
本
隆
利

三
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

高
松
市
田
村
町
一
〇
七
五
番
地
一

四
　
許
可
番
号

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
一
三
）
第
二
四
〇
八
号

五
　
許
可
年
月
日

平
成
十
三
年
八
月
二
十
一
日

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
平
成
十
六
年
六
月
十
七
日
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨

宇
多
津
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
在
　
　
　
地

宇
多
津
町
鍋
谷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館
　
　
　
綾
歌
郡
宇
多
津
町
大
字
東
分
四
三
番
地

や
す
ら
ぎ
プ
ラ
ザ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
宇
多
津
町
一
一
八
八
番
地

七
、
○
○
○
円

受
験
手
数
料
は
、
七
、
○
○
○
円
に
相
当
す
る
額
の
香
川
県
証
紙
を
受
験
申
込
書
に
は
り
付
け
て
納

付
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
当
該
証
紙
に
消
印
は
し
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
小
豆
島
を
除
く
島
し
ょ
部
又
は
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
が
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ

り
受
験
申
込
書
等
を
提
出
す
る
場
合
は
、
香
川
県
証
紙
に
代
え
て
額
面
七
、
○
○
○
円
の
郵
便
為
替
を

同
封
す
る
こ
と
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

七
　
合
格
者
の
発
表

合
格
者
に
つ
い
て
は
、
受
験
番
号
を
香
川
県
庁
東
館
正
面
玄
関
前
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
合
格
証
書

を
交
付
す
る
。

な
お
、
合
格
発
表
日
は
、
試
験
当
日
に
試
験
会
場
に
お
い
て
周
知
す
る
。

八
　
そ
の
他

１
　
受
験
申
込
書
等
は
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
対
策
課
、
東
讃
県
民
セ
ン
タ
ー
、
東
讃
保
健

福
祉
事
務
所
、
小
豆
総
合
事
務
所
、
中
讃
県
民
セ
ン
タ
ー
、
中
讃
保
健
福
祉
事
務
所
及
び
西
讃
保
健

福
祉
事
務
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
り
請
求
す
る
場
合
は
、
受

験
申
込
書
等
の
送
付
を
郵
便
に
よ
り
行
う
の
で
、
あ
て
先
を
明
記
し
、
二
四
○
円
切
手
を
は
っ
た
角

型
二
号
（
縦
三
三
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
四
○
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
、

香
川
県
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
対
策
課
へ
送
付
す
る
こ
と
。

２
　
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
対
策
課
保
険
者
指
導
グ
ル
ー
プ
（
電

話
番
号
○
八
七
―
八
三
二
―
三
二
七
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
六
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
鬼
無
町
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地

改
良
事
業
岡
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
六
月
十
七
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
事
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
七
月
十
三
日
か
ら
同
年
八
月
二

日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
六
十
一
号

選
挙
管
理
委
員
会
告
示



平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
第
九
一
四
五
号
）
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四
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